
日米地位協定合意議事録

第十九条

合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族並びに第十四条に掲げる者以外の者に対す

る、合衆国軍隊及び第十五条に規定する諸機関の日本国における支払は、日本国の外国為替の法

令に従つて行なわれ、この支払においては、基準為替相場が用いられるものとする。


